
聖

籠

町

議

会

訓

令

第

四

号

 

聖

籠

町

議

会

公

印

規

程

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。 
平

成

二

十

四

年

一

月

十

八

日

 

聖

籠

町

議

会

議

長

 

須

貝

龍

夫

 

 
 

 

聖

籠

町

議

会

公

印

規

程

 

 
(

趣

旨

)
 

第

一

条

 

聖

籠

町

議

会

及

び

聖

籠

町

議

会

事

務

局

の

公

印

は

、

こ

の

規

程

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

 

(

公

印

の

名

称

等

)
 

第

二

条

 

公

印

の

名

称

、

規

格

、

書

体

、

用

途

及

び

個

数

は

、

次

の

と

お

り

と

す

る

。

 

四

 

三

 

二

 

一

 

公

印

 

番

号

 

常

任

委

員

長

印 聖

籠

町

議

会

副

議

長

之

印 

聖

籠

町

議

会

議

長

之

印 

聖

籠

町

議

会

印 

名 

称 

正

方

形 

一

五 

正

方

形 

一

八 

正

方

形 

一

八 

正

方

形 

一

八 

規 
 

格 

(

ミ

リ

メ

ー

ト

ル)
 

て

ん

書 

て

ん

書 

て

ん

書 

て

ん

書 

書 

体 
常

任

委

員

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

副

議

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

議

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

議

会

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

用
 

途

 

一

 

一

 

一

 

一
 

個

数 



 
２

 

公

印

の

ひ

な

形

は

、

別

表

の

と

お

り

と

す

る

。

 

（

公

印

の

管

理

）

 
 

第

三

条

 

公

印

の

管

理

に

関

す

る

事

務

は

、

事

務

局

長

が

行

う

。

 

２

 

公

印

は

慎

重

に

取

扱

い

、

盗

難

、

不

正

使

用

等

の

な

い

よ

う

容

器

に

納

め

、

厳

重

に

管

守

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

公

印

は

、

保

管

場

所

以

外

に

持

ち

出

し

て

は

な

ら

な

い

。

 

（

公

印

の

登

録

）

 

第

四

条

 

事

務

局

長

は

、

公

印

台

帳

（

別

記

様

式

第

一

号

）

を

作

成

し

、

す

べ

て

の

公

印

を

登

録

し

異

動

の

都

度

必

要

な

事

項

を

記

載

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

公

印

の

使

用

）

 

七

 

六

 

五

 
聖

籠

町

議

会

事

務

局

長

印 

特

別

委

員

長

印 議

会

運

営

委

員

長

印 

正

方

形

一

五 

 

正

方

形

一

五 
正

方

形 

一

五 

て

ん

書 

て

ん

書 

て

ん

書 

事

務

局

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 特

別

委

員

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

議

会

運

営

委

員

長

名

を

も

っ

て

す

る

文

書 

一

 

一

 

一

 

 



第

五

条

 

公

印

は

、

押

印

す

べ

き

文

書

を

原

議

書

又

は

証

拠

書

類

と

照

合

審

査

し

、

相

違

が

な

い

と

確

認

し

て

押

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

公

印

の

新

調

、

改

刻

等

）

 

第

六

条

 
事

務

局

長

は

、

公

印

を

新

調

、

改

刻

又

は

廃

止

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

公

印

の

新

調

、

改

刻

、

廃

止

申

請

書

（

別

記

様

式

第

二

号

）

に

よ

り

、

議

長

の

決

裁

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

公

印

の

告

示

）

 

第

七

条

 

議

長

は

、

公

印

を

新

調

、

改

刻

又

は

廃

止

し

た

と

き

は

、

公

印

の

名

称

、

使

用

区

分

及

び

使

用

開

始

又

は

廃

止

の

期

日

を

告

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 

（

公

印

の

事

故

）

 

第

八

条

 

事

務

局

長

は

、

公

印

の

盗

難

、

紛

失

、

偽

造

、

不

正

使

用

等

の

事

故

が

あ

っ

た

と

き

は

直

ち

に

公

印

事

故

届

（

別

記

様

式

第

三

号

）

を

議

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

附

 

則

 

１

 

こ

の

訓

令

は

、

平

成

二

十

四

年

二

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

２

 

こ

の

規

程

施

行

の

際

、

現

に

使

用

中

の

公

印

は

、

こ

の

規

程

に

基

づ

い

て

調

製

し

た

公

印

と

み

な

す

。



別 表 （ 第 ２ 条 第 ２ 項 関 係 ）  

   １        ２       ３         ４    

    ４  

 

 

     ５         ６          ７  

 

 

 

 

別 記 様 式 第 １ 号 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

          公 印 台 帳  

公 印 の 名 称   

 

公 印 番 号   

公 印 の 寸 法  タ テ     m m  

ヨ コ      m m  

書   体   

 

 印  影  

 

新 調 ・ 改 刻 ・ 廃 止  

理    由  

区 分    年 月 日  

    

    

聖

 

籠

町

 

議

会

 
 

 

印

 

イ

ン

 

聖

 

籠

 
 

町

 

議

 

会

 
 

議

 

長

 

之

 
 

印

 

聖

 

籠

 

町

議

会

副

議

長

 

之

 

印

 

常

 
 

任

 

委
 

 

員

 
長

 
 

印

 

議

 
 

 
 

会

 
 

運

 

営

 

委

 

員

 

長

 

印

 

特

 
 

 
 

別

 
 

委

 
 

 
 

員

 

長

 
 

 
 

印

 

聖

 

籠

 

町

 

議
 

会

 

事

 
務

局

長

印

 

 



別 記 様 式 第 ２ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

            新 調  

公 印  改 刻   届  

          廃 止  

                          

                                        年   月   日  

 

議 長        様  

             議 会 事 務 局 長         印  

 

事   項  新 調 ・ 改 刻 ・ 廃 止 の 理 由  

公 印 の 名 称   

 

個       数   

新 調 年 月 日   

改 刻 年 月 日   

廃 止 年 月 日   

告 示 年 月 日   

備  考   

  

 



別 記 様 式 第 ３ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

           公 印 事 故 届  

                         年   月   日  

議 長       様  

                   議 会 事 務 局 長       印  

  

下 記 の と お り 公 印 に 事 故 が あ り ま し た の で お 届 け し ま す 。  

記  

 １ 公 印 の 名 称  

 

 ２ 発 生 年 月 日  

 

 ３ 事 故 の 内 容  

 

 ４ 事 故 発 生 時 の  

  公 印 の 保 管 状 況  

 

５ そ の 他 必 要 事 項  

 


